
牧 学 第２７号 

学教学  第 9号 

令和 2年４月 8日 

市内小中学校保護者 様 

牧之原市教育長 

学校組合教育長 

 

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業について（通知） 

 

 このことについて、下記のとおりとしますので、御理解と御協力をお願いし

ます。 

 

記 

 

１ 臨時休業期間について 

  令和 2年 4月 9日（木）から令和 2年 4月２２日（水）まで 

  状況に応じて変更されることもあります。 

 

２ 部活動について 

  臨時休業中の活動は実施しません。 

 

３ 家庭生活について 

  不要不急の外出をすることがないよう御指導ください。 

 

 

 

 

 

      担当 学校教育課 

（杉田）  

0548－53－2645 

 

 

 

 



令和２年４月８日 

保護者各位 

牧之原市立相良中学校長 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について（お願い） 

 

このことについて下記のとおりとしますので、御理解と御協力をお願いしま

す。 

 

１ 臨時休業期間について 

令和２年４月９日（木）から令和２年４月 22日（水）まで 

状況に応じて変更されることがあります。 

 

２ 部活動について 

  臨時休業中の活動は実施しません。 

 

３ 家庭生活について 

  ・不要不急の外出をすることがないよう御指導ください。 

  ・各学年から指示する学習内容を行うなどして、家庭内で落ち着いた生活を

させてください。 

 

４ 生徒の健康・安否確認について 

  ・「まきはぐ」メールにより、学校から保護者の皆様に生徒の健康状態をた

ずねるメールを送信します。そのメールの指示にしたがって回答をお願

いします。 

 

５ 今後の予定等につきましては、「まきはぐ」メール及び学校ホームページに

てお知らせします。 

 

 

 

 

 

担当 教頭（塚本） 

電話 52-1233 



令和２年４月８日 

保護者各位 

牧之原市立相良中学校長 

 

臨時休業に伴う変更等について（お願い） 

 

このことについて、以下のとおりとします。 

 

１ 資源回収について 

４月 18日（土）に予定されていた「資源回収」は中止します。 

 

２ 授業参観会・学級懇談会・ＰＴＡ総会について 

・４月 24日（金）に予定されていた授業参観会・学級懇談会・ＰＴＡ総会 

 ともに延期とします。 

  ・実施日については、学校再開後あらためてお知らせします。 

 

３ 「まきはぐ」メールについて 

新入生及び２・３年生について、お子様の新しいクラスが決定しましたので 

「まきはぐ」メールの更新をお願いします。 

   生徒の健康状態確認のメールを４月 16日（木）に送信しますので、４月 15

日（水）までには更新してください。 

学校からの連絡は、「まきはぐ」メールでお知らせすることが多いので、現

在、未加入の保護者の方は、できるだけ登録していただくようお願いします。  

登録方法については、裏面を御覧ください。 

 

４ ＰＴＡ関係会合日程の変更について 

（以下は、ＰＴＡ役員の皆様のみへのお知らせになります。） 

４月 13 日（月）午後７時から予定されていた地区役員会（資源回収につい

て）と第１回運営委員会は延期とします。 

  ・第１回運営委員会については、５月７日（木）午後７時からに変更して行

いますので、御出席のほどよろしくお願いします。 

  ・地区役員会については、第２回資源回収（10 月）前に実施しますので、

御承知おきください。 

 

 

 

 

担当 教頭（塚本） 

電話 52-1233



事 務 連 絡 

令和２年４月１日 

 

令和２年度 

市内園・小中学校未登録保護者各位 

 

牧之原市健康推進課長 

牧之原市子ども子育て課長 

牧之原市学校教育課長 

 

まきのはら子育て支援連携システム「まきはぐ」サービスについて(お知らせ) 

 

 陽春の候、時下ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、牧之原市では、平成 28 年４月より子育て世帯（妊婦から中学生の保護者ま

で【学校・園は、市立小中学校及び市立幼稚園・子ども園・保育園及び組合立牧之原

小・中・保育園が対象】）を対象とした子育て支援連携システム「まきのはら子育て応

援システム まきはぐ」サービスの提供を行っております。サービスの内容は、健康

推進課・園・学校からのメール、お知らせ、おたより、日々の様子等の配信です。 

つきましては、未登録の保護者の方に、下記のとおり登録をお勧めしますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 登録の方法について 

（１）牧之原市内にお住まいの方は、別紙【「まきはぐ」利用電子申請】の手順にした

がい、「まきはぐ」ログイン画面【https://makihagu.net/】にアクセスし、電子申

請で利用申込を行うことができます。 

（２）牧之原市外にお住まいの方は、電子申請を利用できませんが、以下のいずれか

の方法で利用申込が可能です。 

①牧之原子育て総合サイト【http://kosodate.makihagu.net/】で、「利用申込書・

同意書」（ＰＤＦ）をダウンロード後、必要事項を記入し（１世帯１枚）園・学

校または健康推進課（総合健康福祉センターさざんか、相良保健センター）へ

提出してください。 

②「利用申込書・同意書」の用紙を園・学校または健康推進課（総合健康福祉セ

ンターさざんか、相良保健センター）でもらって必要事項を記入し、いずれか

に提出してください。 

  

※利用申込完了後に健康推進課よりメールが届き、その後、初期設定及び園・学校・

クラス等への登録完了をして初めて本サービスの利用が可能になりますので御

了解ください。 

 

担当 牧之原市教育委員会 

学 校 教 育 課 

電話番号 0548-53-2645  

 Ｆ Ａ Ｘ 0548-53-2657  

https://makihagu.net/】
http://kosodate.makihagu.net/


牧之原市立相良中学校

新年度が始まったと思ったら、臨時休業が決まり戸惑っている人が多いと思います。

明日４月９日（木）～４月２２日（水）の臨時休業を有意義に過ごせるよう、また、休業

が明けた時にスムーズに学校生活が始められるように、以下の内容をよく読み、具体的な

取組を考え、自分にあった生活をしましょう。

１ 計画的に１日を過ごしましょう。

耀きノートを使って１日の計画を立て、その計画に沿って生活をしましょう。

苦手教科克服のための復習、応用力を身に付けるための学習、読書等に進んで

取り組みましょう。

※学年から出された課題以外に余裕があったら、こちらもどうぞ！

○文部科学省ＨＰに学習支援コンテンツポータルサイト“子どもの学び応援サイト”

があり、学習に役立つサイトが紹介されています。

○４月末日まで、学研「小中学生向けＩＣＴ教材」を使用できます。

（市が契約しています。）

・ニューコース学習システム(動画、ドリル教材)

・URL https://s2.edu-ict.gakken.jp/nc/web/html/login.html

・ログイン名 222267t0201（半角） ※下2桁が01～25まで使えます。

・パスワード seito（半角） ※どの名前でもパスワードはseito

○クラーク記念国際高等学校が保有するスマホ・タブレット教材が無償解放

されています。

①サイトにアクセスする。URL https://www.osarai-drill.jp/contents/suc

②メールアドレスと必要事項を入力してパスワード登録用URLを取得

③アドレスに届いたパスワード登録用URLから好きなパスワードを登録。

④登録したメールアドレスとパスワードでログイン。

２ 心身ともに健康で安全な生活をしましょう。

(1) 起床、就寝時刻や学習時間、朝食を食べる等の生活の基本リズムを崩さないよう

にしよう。また早寝早起きをし、朝ご飯をしっかり食べましょう。（丈夫な

体づくりは感染予防の第一歩です。）

(2) 毎日の体温を測り、体調を記録しましょう。（記録用紙は臨時休業開けに

学校に提出してもらいます。）体調に異常があったり、ご家族なども含め、

万一感染の恐れが見られたりする場合は、家の人を通じて必ず学校に連絡を

してください。

臨時休業中の生活について



(3) ３つの【密】は絶対に避けてくださ

い。また、不要不急の外出をしないでくだ

さい。

(4) 以下の事項は感染の危険があるので控えてください。

ア 友人宅等への訪問

※新型コロナウイルス感染予防のため、友達の家を訪ねるのは控えましょう。

イ 多くの人が集まる場所などへの出入り

※不特定多数の人が集まる場所は、感染予防のため出入りを控えましょう。

(5) スマートフォンなどインターネットによるトラブルに巻き込まれないよう注意

しよう。使用するときは使用時間に注意しよう。また、ＳＮＳ上には個人情報や写

真を掲載しないようにしよう。

(6) 生活のきまりを確実に守ろう。

ア 交通ルールを守ろう。

イ 危険な遊びはしない。（火気の取り扱いには十分注意すること）

ウ 法に触れるような行為は絶対にしない。（喫煙、飲酒、万引、無免許運転など）

エ 深夜徘徊（不必要な夜間の外出）、友人宅等へ外泊をしない。

オ 生徒だけでのゲームセンターやカラオケボックス等への出入り、パーティーなどの会

を開くこと、旅行に行くことなどはしない。

３ 家族とのふれあいを大切にし、家庭の一員としての役割を果たそう。

(1) 家の仕事を進んで手伝おう。（生活の中に位置付ける）

(2) さわやかなあいさつを交わそう。

緊急時の対応について

事故や事件に遭った時には、速やかに警察や学校に連絡してください。

（牧之原警察署 ℡；22－0110）（相良中学校 ℡；52－1233）


